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本日のポイント（住宅ローン減税における省エネ基準適合の必須要件化）

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

省エネ基準に適合しない
「その他の住宅」

5,000万円

2022年 2023年 2024年入居 2025年入居控除率 0.7％ 控除期間 13年

4,500万円

（＊）住宅ローン減税の税務署への申請時、確認済証の写しを提出し、2023年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。
2024年６月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。

4,500万円

4,000万円

3,000万円

3,500万円

3,000万円

０円
（2023年末までに建築確認を受けた
場合、借入限度額2,000万円(＊)）

2024年１月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります
新築住宅の場合
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住宅における省エネルギー対策の強化（新築住宅）
○ 建築物省エネ法の改正により、2025年４月（予定）以降、原則全ての建築物
について、省エネ基準への適合が義務化（予定）。
○ これに先立ち、早期の適合率向上を図る観点から、住宅の新築に対する各種
支援措置において、順次省エネ基準適合を必須要件化。

2021年 エネルギー基本計画・地球温暖化対策計画 改定

2022年 １月 : 住宅ローン減税の延⾧（制度改正）
６月 : 改正建築物省エネ法成立（６月）

2023年 ４月 : 【フラット３５】省エネ基準要件化開始

2024年 １月 : 【住宅ローン減税】省エネ基準適合を必須要件化開始

2025年 ４月（予定） : 改正建築物省エネ法施行
（原則全ての新築住宅に省エネ基準適合を義務付け）
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住宅ローン減税による省エネ性能の高い住宅への誘導
令和４年度税制改正（2021年12月）で、2022年以降４年間の住宅ローン減税の内容が決定

借
入
限
度
額
の
増
額

2022年～ : 省エネ性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を導入
2024年～ : 新築の「その他の住宅」（省エネ基準非適合）は原則適用対象外

改正のポイント
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2024年１月以降の住宅ローン減税申告手続き

2024年１月１日以降に入居する場合、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要
原則

以下の書類により以下の事実関係が確認できた場合、住宅ローン減税の適用対象
○ 2023年12月31日までに建築確認を受けたこと 確認済証 or 検査済証で確認
○ 2024年６月30日までに竣工済であること 登記事項証明書で確認

※ただし、この場合の借入限度額は2,000万円、控除期間は10年

例外

ハウスメーカーや
工務店等の
皆様におかれては、
入居者の方への
交付をお願いします
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「省エネ基準適合住宅」であることの証明書について
○「省エネ基準適合住宅」であることの証明書として、以下のいずれかを提出する必要

① 建設住宅性能評価書の写し
② 住宅省エネルギー性能証明書

○ いずれも住宅取得者単独で取得することが困難であるため、設計者、施工者等の協力が
不可欠です。ご協力の程よろしくお願いいたします。

① 建設住宅性能評価書 ② 住宅省エネルギー性能証明書
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建設住宅性能評価書
○ 住宅性能表示制度上の証明書。登録住宅性能評価機関が発行。
○ 5-1「断熱等性能等級」が４以上、かつ、5-2「一次エネルギー消費量等級」が４以上
であることを証するものが有効

○ 【要注意】「設計住宅性能評価書」で申請することはできません。

「建設住宅性能評価書」について、詳しくはこちら
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001594049.pdf
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住宅省エネルギー性能証明書

住宅の省エネ性能に特化して証明する、住宅ローン減税用の証明書
（令和４年度税制改正の住宅ローン減税延⾧時に本証明書の制度が創設）
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住宅省エネルギー性能証明書の特徴

登録住宅性能評価機関のほか、建築士も発行可能です。

対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による証明も可能
※対象住宅との関係で当事者ではない第三者の建築士を探す必要は必ずしも
ありません。

本来事務と一体的に証明事務を行うなど、柔軟な対応も可能
※本証明事務の調査を本来事務として実施する工事監理の現場調査と兼ねて
実施する 等

１

２

３

「住宅省エネルギー性能証明書」について、詳しくはこちら
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html）
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本日のポイント（まとめ）

2024年１月以降に建築確認を受けた新築住宅について、
住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要があります

原則として、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書
が必要となります。

１

２

３
いずれの証明書も、住宅取得者単独で取得することが困難である
ため、設計者、施工者等の協力が不可欠です。ご協力の程よろし
くお願いいたします。
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13年（「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年）

10年

2,000万円

50㎡（新築の場合、2023年までに建築確認：４０㎡（所得要件：1,000万円））

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

＜入居年＞

4,500万円

4,000万円

その他の住宅

2022(R4)年 2023(R5)年 2024(R6)年 2025(R7)年

3,000万円

3,500万円

3,000万円

０円
（2023年までに新築の建築確認 ： 2,000万円）

5,000万円 4,500万円

その他の住宅 2,000万円

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

3,000万円

住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置（所得税・相続税・贈与税・個人住民税）

住宅ローン減税について、控除率、控除期間等を見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等を講じた上で、
適用期限を４年間延長する。

 住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、非課税限度額を良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円とした上で、適用期限を２年間延長。
＊良質な住宅とは、一定の耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅。
＊既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和。

 認定住宅に係る投資型減税は、対象にZEH水準省エネ住宅を追加した上で、２年間延長。

控除期間
新築住宅・買取再販

※既存住宅の築年数要件（耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内）については、「昭和57年以降に建築された住宅」（新耐震基準適合住宅）に緩和。

一律０．７％控除率

所得要件

床面積要件

借
入
限
度
額

新
築
住
宅
・
買
取
再
販

既
存
住
宅

既存住宅
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（参考）住宅省エネルギー性能証明書様式
○様式をHPにて公開
○証明書に添付資料は不要
○ワードで記入の上、押印をして作成

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001587571.doc
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（参考）住宅省エネルギー性能証明書記載例

○記載例をHPにて公開
○該当箇所以外は空欄で差し支えありません

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001613163.pdf
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（参考）周知用チラシ

○データをHPにて公開
○ご自由にご使用頂けます。制度周知にご協力ください。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001613031.pdf


